
小金井市児童発達支援センター運営協議会委員公募選考基準 

 

１ 公募委員の役割等  

⑴ 根拠規定  

小金井市児童発達支援センター運営協議会規則（以下「規則」という。）

第３条第２項第１号に定める委員です。  

⑵ 役割  

規則第２条の規定に基づき、同条第１項各号に掲げる事項（センターの

運営・管理・事業執行等に関すること）について、課題解決に向けた方策

の提案並びに実施事業の執行状況の検証及び評価を行い、結果を速やかに

市長に報告します。  

⑶ 任期  

令和８年４月１日から令和１０年３月３１日までの２年間  

⑷ 会議等  

原則年４回程度  

⑸ 報酬  

協議会に出席した委員に対しては、報酬を支給します。  

※ 会長：日額１１，０００円 委員：日額１０，０００円  

※ 交通費は報酬に含まれています。  

⑹ その他  

協議会に代理の方を出席させることはできません。また、委員に選出さ

れた場合は、市ホームページ等に氏名が掲載されます。  

 

２ 募集と応募  

⑴   再募集人数  

２名  

⑵ 募集対象  

小金井市児童発達支援センター（以下「きらり」という。）の事業（相

談支援、児童発達支援、放課後等デイサービス、外来訓練、親子通園、保

育所等訪問支援）を１度でも利用したことのある児童の保護者  

※ 氏名、生年月日、住所を確認するため、住民基本台帳を閲覧すること

に同意できる方のみ応募できます。  

⑶ 応募制限  

既に市が設置している附属機関等の委員の方は、原則として一つまでし

か他の附属機関の委員を兼ねることができません。ただし、臨時的、時限

的に設置される附属機関等の委員については、その他に一つに限り兼ねる

ことができるものとします。なお、委員の任期は原則として３期までです。 



⑷ 再募集期間  

令和８年３月２６日（木）まで  

⑸ 募集方法  

募集の周知は、市報（令和８年２月１日号、市ホームページ及びＸ（旧

ツイッター）で行いました。  

 

３ 選考方法等  

⑴ 応募者の中から、抽選により決定します。  

⑵ 抽選は公開で行うこととし、抽選日時、場所等については応募者にお知

らせします。  

⑶ 当選者は、その権利を他の者に譲ることはできません。  

 

４ 応募方法 

⑴   持参、郵送またはＦＡＸで、所定の応募用紙に必要事項を明記し、令

和８年３月２６日（木）午後５時までに、自立生活支援課まで提出して

ください。郵送の場合は２６日の消印有効とします。 

⑵ 応募用紙は、自立生活支援課（市役所第二庁舎２階）、きらりにて配布

するほか、市ホームページからもダウンロードすることができます。 

 ⑶ 電子フォームによる場合は、応募用紙、市報、市ホームページ及びエックス（旧

ツイッター）にてＱＲコードを配布しています。 

 

５ 抽選結果 

応募者全員に通知するとともに、当選者は市報及び市ホームページに掲載

します。 

 

６ その他 

本件に関する庶務は、福祉保健部自立生活支援課において処理します。 


